
修 繕 業 務 請 負 契 約 書(案) 
 

 

 

１ 件   名  万国津梁館外部手摺修繕(R８) 

２ 工 期  契約締結日の翌日から令和８年10月21日まで 

３ 修 繕 場 所  名護市字喜瀬1792番地 

４ 請負代金額  金     円 

         うち取引に係る消費税及び地方消費税  金        円 

５ 契約保証金額  金         円 

 
 

上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和   年  月  日 

 

発 注 者 住 所 

職 ・ 氏 名  

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

沖縄県知事 玉城 康裕 

 

受 注 者 住 所 

商号又は名称 

氏 名 

 

 

 

 



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設

計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を

内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の期限内に完成し、修繕の目的物を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他修繕を完了するために必要な一切の手段（以下「施工方法

等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除

き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（施設管理者との調整） 

第２条 受注者は、発注者及び施設管理者との調整に従い、施設で開催される催事及

び施設の一般業務に支障のないよう協力しなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第４条 受注者は、修繕の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなら

ない。 

 

（現場代理人等） 

第５条 受注者は、現場代理人等を定めて、設計図書に定めるところにより、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したと

きも同様とする。 

 

（条件変更等） 

第６条 受注者は、修繕の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見

したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならな

い。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと

（これらの優先順位が定められている場合を除く。） 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと 

(4) 修繕現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自

然的又は人為的な施工条件と実際の修繕現場が一致しないこと 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な



状態が生じたこと 

（設計図書の変更） 

第７条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者と協議

し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更するものとする。 

 

（受注者の請求による工期の延長） 

第８条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく施設管理者との調整への協力

その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に修繕を完成すること

ができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請

求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められ

るときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の

責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる

変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

 

（工期及び請負代金額の変更方法） 

第９条 工期及び請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。 

 

（臨機の措置） 

第10条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら

なければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あ

らかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情が

あるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知

しなければならない。 

３ 発注者は、災害防止その他修繕の施工上特に必要があると認めるときは、受注者

に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措

置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当で

ないと認められる部分については、発注者が負担する。 

 

（一般的損害） 

第11条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その

他修繕の施工に関して生じた損害（次条第１項又は第２項に規定する損害を除

く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第20条第１

項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 



 

（第三者に及ぼした損害） 

第12条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠

償しなければならない。ただし、その損害（第20条第１項の規定により付された保

険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）のうち発注者の責

めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、修繕の施工に伴い通常避けることができない騒音、振

動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注

者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち修繕の施工につ

き受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受

注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他修繕の施工について第三者との間に紛争を生じた場合におい

ては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（検査及び引渡し） 

第13条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内

に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するた

めの検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合

において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し

て、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物

の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならな

い。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請

負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において

は、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、修繕が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検

査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみな

して前５項の規定を適用する。 

 

（部分使用） 

第14条 発注者は、第13条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、修繕

目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって

使用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによっ

て受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 



（請負代金の支払） 

第15 条 受注者は、第13条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求

することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内

に請負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第13条第２項の期間内に検査をしないと

きは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間

（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合におい

て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 

（契約不適合責任） 

第 16条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目

的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ

し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求する

ことができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないとき

は、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、そ

の期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の

減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催

告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 

 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者

が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の

追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第17条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に修繕を完成することができない

場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代

金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１項の規定に

基づき定められた率の割合で計算した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第15条第２項の規定による請負代金の支払

が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅

延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息

の支払を発注者に請求することができる。 



（発注者の解除権） 

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。 

(1) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。 

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の

期間内に修繕を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 第５条に掲げる者を設置しなかったとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

(5) 第20条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号。以下「暴力団対策法」という。） 第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

へ 下請契約（一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号にお

いて同じ。）、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方

がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材

料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従

わなかったとき。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10

分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によっ

て受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合と

みなす。 



(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年

法律第75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成

14年法律第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合（前条第６号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）

において、沖縄県財務規則第101条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わ

る担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって

第１項の違約金に充当することができる 

 

（受注者の解除権） 

第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

(1) 第７条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少し

たとき。 

(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。 

（火災保険等） 

第21条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料（支給材料含む。以下本条において同

じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険

（これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代

わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付

したときには、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期

間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を

経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づ

き定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金

額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止

法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収す

る。 

 

（補則） 

第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協

議して定める。 


